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平成１７年（行ケ）第１０３４９号 審決取消請求事件

平成１８年９月２０日判決言渡，平成１８年６月７日口頭弁論終結

判 決

原 告 サリヴアン・エンターテイメント・インターナショナル・インコーポレ

ーテッド

訴訟代理人弁理士 山本秀策

被 告 カナダ国 プリンス・エドワード・アイランド州

訴訟代理人弁護士 角田昌彦，渡辺昇一，復代理人弁護士 角田進二

主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は，原告の負担とする。

この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。

事実及び理由

本判決においては，審決や書証等の記載を引用する場合も含め，公用文の用字用語例に従っ（

て表記を変えた部分がある。なお，本判決では，事案の性質にかんがみ，特許庁における手続

や判決日を除き，年月日は西暦で表記する。）

第１ 原告の求めた裁判

「特許庁が，無効２００３－３５０９４号事件について，平成１６年７月１３日

にした審決を取り消す。」との判決。

第２ 事案の概要

本件商標（後記）は，カナダ国の小説家ルーシー・モウド・モンゴメリ（以下
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「本件原作者」又は「モンゴメリ」という。）が著した著名な小説（邦題「赤毛の

アン」。以下「本件著作物」という。）の原題である「Anne of Green Gables」と

の文字から構成されるものであり，その商標権者は原告である。本件は，被告であ

るカナダ国プリンス・エドワード・アイランド州が，同商標の指定商品のうち第９

類について，商標法３条１項柱書き，４条１項５号，同項７号，同項８号，同項１

５号，同項１９号に違反するとして無効審判請求をしたところ，特許庁が，同指定

商品についての商標登録は，我が国と被告を含むカナダ国政府との間の国際信義に

反してなされたものであり，商標法４条１項７号の規定に違反して無効であるとの

審決をしたため，原告が同審決の取消しを求めた事案である。

１ 特許庁における手続の経緯

(1) 本件商標

商標権者：原告

本件商標：

指定商品：第９類「眼鏡，レコード，メトロノーム，スロットマシン，ウエイト

ベルト，ウエットスーツ，浮袋，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，家

庭用テレビゲームおもちゃ」及び第１４類「時計，身飾品，宝玉及びその原石並び

にその模造品，貴金属製のがま口及び財布，貴金属製コンパクト」

出願日：平成１２年６月２０日

設定登録日：平成１３年４月２７日

登録番号：第４４７０６８４号

(2) 本件手続

審判請求日：平成１５年３月１３日（無効２００３－３５０９４号。指定商品の

うち第９類について登録の無効を請求したもの）
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審決日：平成１６年７月１３日

審決の結論：「登録第４４７０６８４号の指定商品中，第９類「眼鏡，レコード，

メトロノーム，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，エアタ

ンク，水泳用浮き板，レギュレーター，家庭用テレビゲームおもちゃ」についての

登録を無効とする。」

審決謄本送達日：平成１６年７月２３日（原告に対し）

２ 審決の理由の要旨（ ）審決の引用部分の証拠は審判手続における証拠を指す。

審決の要旨は，以下のとおりであるが，要するに，審決は，原告が，本件原作者

の遺産相続人，被告，後記アン・オブ・グリーン・ゲーブルス・ライセンシング・

オーソリティ・インク（以下「ＡＧＧＬＡ」という。）らの承諾を得ることなく本

件商標登録を行ったことは，これらの者との信義誠実の原則に反し，穏当を欠くも

のであって，かつ本件商標を我が国の商標として登録することは，被告を含むカナ

ダ国政府との間の国際信義に反するものであると判断して，本件商標登録は，商標

法４条１項７号に違反し，無効であるとした。

「(1) 「Anne of Green Gables」の文字について

請求人から提出された甲各号証を総合すれば，本件商標を構成する「Anne of Green

Gables」の文字は，カナダの小説家，ルーシー・モウド・モンゴメリが著した著作物の題号で

あり，該著作物は，１９０８年に出版され，主人公の孤児アンが，カナダ東部のプリンス・エ

ドワード島で成長する過程を描いた小説（和名「赤毛のアン」）であり，この小説は，その題

号とともに世界中の人々に親しまれているものと認められるところである。

そして，本件著作物及びこれに関連したその他の著作物に係わる世界中における著作権・商

標権その他の法律上の権利を管理し保護している者は，１９４２年に死亡した本件原作者の遺

産相続人たるＢ１とＢ２（判決注：以下「本件遺産相続人」という。）並びにカナダ国政府な

いし請求人らが構成員となっている第三セクターとして，１９９４年５月２６日にカナダ国プ

リンス・エドワード・アイランド州法に基づき設立された「アン・オブ・グリーン・ゲーブル

ス・ライセンシング・オーソリティ・インク（ＡＧＧＬＡ）」であることが認められる（甲３
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６）。

しかして，本件商標は，別掲に示すとおりデザイン化された文字ではあるが「Anne of Green

Gables」の欧文字よりなるところ，この語は，上記したように，本件原作者が著した世界的に

著名な著作物の題号であり，また，カナダ造幣局が発行した１オンス金貨に刻印として使用さ

れたり（甲１７の１１，２５），さらに，カナダ郵政省より発行された切手等にも使用され

（甲２６，３９），ＡＧＧＬＡがその保護の一環として商品化事業を行うなど，上記請求人ら

を含めたカナダ国の文化資産的性格を有するものというべきである。

(2) そこで，被請求人が我が国で商標登録出願して商標権を取得した行為に基づく本件商

標が，公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であるか否かについて，以下検討す

る。

ア 商標法４条１項７号に該当する商標とは，商標の表示自体が公の秩序又は善良な風俗を

害するおそれがあるものや，商標を使用することが社会公共の利益に反する場合に限定される

ものではなく，それを採択し権利化する行為が穏当でなく，国際信義に反すると認められる場

合においても，当該行為に係る商標は公正な取引秩序を乱し公の秩序を害するものに該当する

と解しても差し支えないというべきである（東京高判平成１１年１２月２２日，平成１０年

(行ケ)１８５号，最高裁ＨＰ）。

イ 被請求人は，…被請求人（被請求人の前身の会社）と本件原作者の遺産相続人との間で

締結された１９８４年２月１７日付の乙１の１及び２に示される契約，並びに１９８６年７

月３１日付の乙２の１及び２に示される契約をもって，本件商標についての登録出願ないし商

標権を取得した行為について，正当性を有する旨主張している。

しかしながら，乙１の１に係る契約は，主として「赤毛のアン」の「映画制作及びテレビシ

リーズ化」に関する契約であり，乙２の２はその続編に関する契約と認められるところ，この

各号証には，本件著作物の題号であり，かつ本件商標を構成する文字でもある「Anne of Green

Gables」を被請求人が商標権化する旨の許諾を得たと認め得る記載は認められない。

そして，これらの契約が被請求人主張の，著作物「Anne of Green Gables」に関するある種

の著作権契約であるとしても，一般に，著作物の題号は著作物から独立した著作物性を持ち得
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ないと解するのが相当であって(大阪高判昭和６０年９月２６日 昭和５９年（ネ）第１８

０３号，最高裁ＨＰ），本件の場合，「Anne of Green Gables」の文字（語・題号）について

我が国及びカナダ国において著作権が発生しているとすべき特別の事情は認められないから，

上記乙１の１及び２の１の契約をもって，被請求人が本件商標の，著作権契約に基づく我が国

における登録出願の正当な権利者であったとすることはできない。

ウ 被請求人は，同人が本件商標を我が国で登録出願し，これを権利化したことについて，

…この行為に不正の目的はない旨主張している。

しかしながら，被請求人のこの旨の主張は，本件商標の採択の経緯が国際信義に反するもの

か否かとは関わりのない主張であり，また，前記イで認定判断したように，被請求人は，本件

商標の取得に関する正当な権利主体あるいは許諾を受けた者であるといえないところである。

…

また，被請求人は，本件遺産相続人，プリンス・エドワード・アイランド州政府及びＡＧＧ

ＬＡ等から承諾を得ることなく，我が国において本件商標を出願し，登録を受けたことは明ら

かである。

しかして，本件商標を構成する「Anne of Green Gables」の文字（題号）は，前記(1)で認定

判断したように，請求人らを含めたカナダ国の文化資産的性格を有するものというべきである。

そうであれば，被請求人が「Anne of Green Gables」の文字よりなる本件商標を我が国で独

占排他的に使用する意思を持って，上記の関係者等の承諾（許諾）を得ず，無断で登録出願し

登録を得た行為は，仮に被請求人に不正の目的がなかったとしても，これを客観的にみれば，

上記関係者等との信義誠実の原則に反し，穏当を欠くものであって，かつ，本件商標を日本国

の商標として登録することは，我が国と請求人を含むカナダ国政府との間の国際信義に反する

ものといわなければならない。

(3) してみれば，本件商標は，商標法４条１項７号に違反して登録されたというべきであ

るから，同法４６条１項の規定により，請求の趣旨のとおり，その指定商品中，第９類「眼鏡，

レコード，メトロノーム，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，エアタ

ンク，水泳用浮き板，レギュレーター，家庭用テレビゲームおもちゃ」の登録を無効とすべき
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である。」

第３ 原告の主張の要点

１ 取消事由（商標法４条１項７号該当性の判断の誤り）

(1) 商標法４条１項７号は，公益上の理由による不登録事由の一つである。同

号を解釈するに当たっては，その文言を広く解釈すべきではなく，同項１号ないし

６号の規定を考慮すべきである。具体的には，同項７号違反が認められるのは，①

商標の構成自体がきょう激，卑わい，差別的若しくは他人に不快な印象を与えるよ

うな文字又は図形である場合，商標の構成自体がそうでなくとも，指定商品又は指

定役務について使用することが社会公共の利益に反し，又は社会の一般的道徳観念

に反するような場合，②他の法律によって，その使用等が禁止されている商標，特

定の国若しくはその国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する場合，のいず

れかに該当する場合であると解すべきである（「商標審査基準（改定第７版）」参

照）。

(2) 本件商標は，「Anne of Green Gables」の欧文字よりなるものであるが，本

件商標を構成する欧文字のうち「Anne」の「A」の文字と，「Green Gables」の二

つの「G」の文字は，いずれもデザイン化された書体で書されており，その構成上

顕著な特徴を有する。「Anne of Green Gables」の文字自体は，「緑の切妻屋根の

家のアン」を意味し，本件著作物の原題を知る者にとっては「赤毛のアン」の観念

を生じるものであるが，本件著作物を揶揄，嘲笑し，あるいは他人に不快な印象を

与えるものではない。なお，本件商標は著作物の題号に係るものであり，著作物に

係るキャラクターとは厳格に区別されるべきである。

(3) 審決は，原告が，本件遺産相続人，被告，ＡＧＧＬＡから，本件商標登録

についての承諾を得なかったのは，これらの関係者等との信義誠実の原則に反し，

穏当を欠くと認定判断したが，本件商標は，何人も自由に採択することができるも

のであって，その出願・登録に当たり，上記関係者等から承諾を得る必要はない。
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我が国において，著作物の題名や登場人物の名前は，著作物から独立した著作物

性を持ち得ず，原著作物の複製とはいえないと解されているのであるから，著作権

者の承諾を得ずに本件著作物の原題の文字から構成される本件商標を出願し，登録

を得ても，その著作権と抵触するものではない。

実際のところ，例えば「ハムレット」「ドンキホーテ」「老人と海」「若草物

語」「風と共に去りぬ」「白雪姫」「アンデルセン物語」「はだかの王様」など，

世界的に著名な著作物について，その原作又は邦訳の題号が商標として多数登録さ

れており，「たけくらべ」「坊ちゃん」「伊豆の踊子」など，我が国で著名な著作

物についても，その題号が商標として多数登録されている。また，「シャーロック

ホームズ」「ピノキオ」「水戸黄門」など，著作物の登場人物の名前に関する商標

も多数登録されている。このことは，著作物の題号から構成される商標を登録する

上で，当該著作物の原作者の承諾は不要であることを示している。

なお，本件原作者は，１９４２年４月２４日に亡くなっており，１９８５年カナ

ダ国著作権法の規定によれば，著作権は著作者の死後５０年目に満了するとされて

いるため，カナダ国における本件著作物の著作権は，１９９２年４月２４日付けで

その存続期間が満了している。被告は，本件著作物の著作権は，いわゆる復帰権に

基づき，１９６７年に原作者の遺産相続人に復帰したと主張しているが，現在，原

告側企業はＡＧＧＬＡらとの裁判において，この点を争っているところである。

(4) 本件著作物に関連する商標も多数登録されており，その権利者の中には，

原告，ＡＧＧＬＡらが含まれる。

このような商標には，本件商標と同態様のもの，「Anne of Green Gables」又は

「ANNE OF GREEN GABLES」の文字（標準文字）からなるもの，「ANNE OF GREEN

GABLES」の欧文字と「アン オブ グリーン ゲーブルス」のカタカナ文字の二段

書きからなるもの，「Anne of Green Gables」の文字と図形からなるもの，「赤毛

のアン」の文字からなるものなどが含まれる。さらに，本件著作物の主人公である

「Anne Shirley」（アン・シャーリー）やその他の関連商標も，特許庁において，
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多数登録されている。

(5) 本件著作物は，カナダ国プリンス・エドワード島を舞台とするものである

が，ある特定の地域にゆかりのある著作物の題号から構成される文字からなる商標

であっても，商標法４条１項７号に該当するものではない。

例えば，スイスの田舎町マイエンフェルトとアルプスを舞台とする「ハイジ」，

米国のウイスコンシン，カンザス，ミネソタ各州を舞台とする「大草原の小さな

家」，ニューヨーク近郊ハドソン・リヴァーヴァレーにゆかりのある「あしながお

じさん」，英国のオックスフォードとテムズ川近郊にゆかりのある「不思議の国の

アリス」，ベルギーのアントワープを舞台とする「フランダースの犬」の題号（そ

の邦題も含む。）を構成する文字からなる商標は，特許庁において問題なく登録さ

れている。

(6) 審決は，「Anne of Green Gables」との文字がカナダ国の１オンス金貨に刻

印として使用され，切手にもなっていることなどを根拠に，本件商標を構成する文

字がカナダ国の文化資産的性質を有すると判断しているが，この認定判断も誤りで

ある。

ア 切手について

本件商標を構成する文字と同一の文字（態様は異なる）が，１９７５年にカナダ

国郵政省により発行された切手に使用されていることは認める。しかしながら，

約３０年前に同国でそのような切手が発行されたことをもって，本件著作物が文化

資産であるということはできない。

他国の切手に使用されている名所旧跡であっても，商標登録されているものは多

数存在する。例えば，カナダ国とアメリカ合衆国の国境にある有名な滝であり，カ

ナダの切手になっている「ナイアガラ滝」，セントローレンス海路及びセントロー

レンズ河として有名であり，カナダ国の切手となっている「セントローレンス」，

イタリア共和国の世界遺産及び観光地として有名であり，フランス共和国発行の切

手にもなっている「コロッセオ」 イタリア共和国ローマ市の観光地として有名で，
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あり，フランス共和国発行の切手がある「トレビの泉」などはその例である。

イ 金貨について

審決は，本件商標を構成する文字が，王立カナダ造幣局が発行した１オンス金貨

に刻印されていると認定したが，そのような事実はない。また，この金貨は，そも

そも一般に流通させることを目的とする硬貨ではなく，１９９４年に約１万個鋳造

された記念金貨にすぎない。

他国の紙幣に使用されている人物や名所旧跡であっても，商標登録が認められて

いるものは多数ある。例えば，エジプト・アラブ共和国の２５ピアストル紙幣に描

かれている「スフィンクス」，２００１年９月１１日に起きた同時多発テロに関す

るアメリカ合衆国の追悼記念紙幣に描かれている「自由の女神」，同国５ドル紙幣

に描かれている「リンカーン大統領」，イタリア共和国の１０００リラ紙幣に印刷

されている「マルコポーロ」，子供の教育法で世界的に有名な人物であり，同国

の１０００リラ紙幣に印刷されている「モンテッソリ」，フランス共和国の１００

フラン紙幣に印刷されている著名な画家の「セザンヌ」，カルタゴの名将であり，

チュニジア共和国の５ディナール紙幣に印刷されている「ハンニバル」などはその

例である。

ウ したがって，上記金貨と切手の発行を根拠として，本件商標を構成する文字

がカナダの文化資産的性質を有するとした審決の認定判断は誤りである。

(7) 仮に，本件著作物がカナダの文化資産であるとしても，その登録が許され

ないものではなく，ユネスコが世界遺産として指定した史跡に関する商標も多数商

標登録されている。

例えば，「カナディアンロッキー」「アクロポリス」「アルハンブラ」「バーミ

ヤン」「カルタゴ」「グランドキャニオン」「キリマンジャロ」「ストーンヘン

ジ」「トロイ」「イエローストーン」などはその例である。このように，他国の文

化遺産や自然遺産は，何人も商標として自由に採択できるのであり，その商標登録

は商標法４条１項７号に違反しない。
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(8) 審決は，本件著作物に関する著作権，商標権その他の法律上の権利を管理

・保護している者は，本件原作者の遺産相続人とカナダ政府ないし被告らが構成員

となっている第三セクターとして設立されたＡＧＧＬＡであると認定判断したが，

ＡＧＧＬＡは，プリンス・エドワード・アイランド州の会社法に基づき，１９９４

年５月２６日に営利目的で設立された法人である。カナダ国政府や州の一組織でも

なければ，国や地方公共団体が民間企業との共同出資によって設立したいわゆる第

三セクターでもない。そして，ＡＧＧＬＡの株主は，本件遺産相続人と被告であり，

カナダ国はその構成員とはなっていない。

ＡＧＧＬＡの事業は，本件著作物に係る商標等をライセンスしてロイヤリティを

得ることであり，文化資産の保護とは対極に位置する営利事業を精力的に展開して

いる。ＡＧＧＬＡのトロント・オフィスが１９９４年１月１日から２００２年６

月１５日までに受領したロイヤリティについて被告が主張する金額は，逆にＡＧＧ

ＬＡが営利目的の企業であることを端的に物語っている。

ＡＧＧＬＡ内部でのロイヤリティの分配に関しては，ＡＧＧＬＡ設立にあたって，

被告，本件遺産相続人等の関係者で取り交わされた１９９４年５月５日付けの合意

書が詳細に規定している。これによれば，ＡＧＧＬＡ内部には，「P.E.I.ライセン

ス委員会」（メンバーの過半数は被告によって任命される。）と「ファミリー・ラ

イセンス委員会」（メンバーの過半数は遺産相続人によって任命される。）があり，

「P.E.I.ライセンス委員会」は，基本的に被告州内で製造等された商品に関するラ

イセンスの申込みの事前審査を行っており，「ファミリー・ライセンス委員会」は，

同州外で製造等された商品に関するライセンスの申込みの事前審査を行っており，

これらの委員会の事前承認がない限り，ライセンスが認められない仕組みになって

いる。そして，ＡＧＧＬＡ内部におけるロイヤリティーの分配は，「P.E.I.ライセ

ンス委員会」による事前承認が必要とされているものについては，原則として被告

の資産となるが，「ファミリー・ライセンス委員会」による事前承認が必要とされ

ているものについては，原則として遺産相続人の資産となると規定されている。つ
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まり，ＡＧＧＬＡのライセンスに係る商品が被告州外で製造された場合には，遺産

相続人のみの利益になる。このことからもＡＧＧＬＡが営利を追求する一営利法人

であることは明らかである。

(9) 被告が本件審判請求をしたのは，公益上の理由に基づくものではなく，被

告が株主であるＡＧＧＬＡのライセンス事業を援助するためであり，本件商標を無

効にして利益を得るのはＡＧＧＬＡである。

本件商標は，平成１３年４月２７日に登録されたところ，ＡＧＧＬＡは，我が国

においてライセンス事業を展開する上で本件商標が妨げとなることから，同年８

月２日付けで異議申立てを行った。しかしながら，特許庁は，平成１４年８月６日，

本件商標登録を維持する旨の決定をした。

他方，ＡＧＧＬＡは，「Anne of Green Gables」との文字からなる商標を，平

成１３年７月３日に出願したところ（商願２００１－０６０３３８），特許庁より，

商標法４条１項７号及び１１号を理由として拒絶理由通知を受けた。同１１号に係

る拒絶理由については，本件商標等が引用商標として引用されていたため，ＡＧＧ

ＬＡは，被告名義で本件登録商標の無効審判請求を行い，ＡＧＧＬＡ出願に係る商

標の審査については，本件審判請求を理由として，最終的な決定の猶予を上申した。

以上の経緯によれば，被告が本件審判請求を行ったのは，ＡＧＧＬＡを出願人と

する上記出願商標を登録する目的からであり，本件商標登録が無効にされた場合に

利益を受けるのはＡＧＧＬＡである。

本件商標は，指定商品を第９類及び第１４類として登録されたものであるが，本

件審判は第９類の指定商品のみについて請求されている。本件審判がカナダ国及び

被告の文化資産の保護という公益目的で請求されたものであれば，第９類の商品の

みを対象とする必然性には乏しい。本件審判請求に係る被告の真の目的は，我が国

におけるＡＧＧＬＡのライセンス事業の展開にとって支障となる本件登録商標の除

去にあることは明らかである。

なお，被告は，被告州内の企業を優遇することが，同州の産業発展に繋がると主
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張するが，被告州の観光事業を保護するために我が国における本件商標登録を無効

にする必要性はない。被告州の観光産業の保護により恩恵を蒙るのは，州の観光産

業に従事する事業体である。審決のいう国際信義とは，例えば，我が国の企業と比

較して，外国の企業が不当に扱われないことを意味するものであるとしても，外国

の特定の地域の企業の利益保護を合理的理由もなく優先することを意味するもので

ない。

(10) カナダ国商標法９条(1)(n)(iii)は，商品又は役務に係る公的標章として，

同国において公的機関によって採択及び使用されている記章，紋章又は標章であっ

て，登録官がその採択及び使用を公告したものについては，これと同一及び近似し

た標章を採択することはできないと定めているが，ＡＧＧＬＡは同条項にいう「公

的機関」に該当しない。

「Anne of Green Gables」との文字からなる商標は，カナダ国商標法に基づき被

告州の公的標章とされているが，その標章権者は被告であり，ＡＧＧＬＡへの名義

移転はなされていない。これは，カナダ国知的財産庁が，ＡＧＧＬＡが「公的機

関」に該当しないと判断しているからであると考えられる。

被告は，カナダ国オンタリオ州の上級裁判所における２０００年３月１０日の判

決を引用し，ＡＧＧＬＡは「公的機関」であると認められたと主張する。しかし，

「公的機関」については定義規定がなく，その範囲については，上記判決後の連邦

控訴裁判所判決（２００２年５月２８日）を契機に厳しく解されるようになってき

ている。したがって，裁判所が今後もＡＧＧＬＡを「公的機関」と認めるかどうか

は疑問であり，原告は，現在係争中の事案において，この点を争っている。

また，そもそも，カナダ国における公的標章の登録に当たり，その文化資産性が

要件になっているものではなく，カナダ国の公的標章制度は文化資産保護のための

規定ではない。カナダ国の公的標章は，「公的機関」と認められる団体から申請さ

れた標章について，何ら審査することなく公告することにより成立する。カナダ国

において公的標章として保護されている標章の中には，本件著作物の邦題をローマ
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字表記した「AKAGE NO ANNE」という標章も含まれており，カナダ国の「公的標

章」に関する審査基準の曖昧さが窺える。

被告が「Anne of Green Gables」に係る「公的標章」を，一営利法人にすぎない

ＡＧＧＬＡに譲渡しようとし，私益目的で使用していることは，前記のとおりであ

る。我が国商標法４条２項は，営利を目的としない事業を表示する同条１項６号規

定の標章について，国，地方公共団体，公益団体等が商標登録することを認めてい

るが，その商標を使用許諾することは認めていない（商標法３０条ただし書

き，３１条ただし書き）。カナダ国における公的標章もその登録人適格に制限が加

えられている点において，上記商標と共通している点があり，被告がカナダ国の公

的標章である「ANNE OF GREEN GABLES」標章をライセンス事業に利用することは，

商標法の上記趣旨に照らしても，公的標章制度の趣旨を損なうものである。

(11) 本件商標登録は，原告の関連企業と本件遺産相続人間の契約に反するもの

ではない。

被告が言及する契約のうち，１９８４年２月１６日付け書簡による合意は，１９

８４年２月１７日付け書簡による合意によって取って代わられるべきものであるが，

前者の合意に基づいたとしても，その内容は映画制作やテレビシリーズ化などにつ

いての著作権法の権利に関するものであり，原告が我が国において本件商標を登録

出願することを禁ずる規定は一切存在しない。また，我が国においては著作物の題

号には著作権は及ばないことは，前記のとおりであり，原告が本件商標出願をした

ことは上記合意書の内容に反するものではない。

１９８７年７月２８日付け書簡による合意は，同年１０月１９日付け書簡による

合意で修正されており，修正版において被告指摘の部分は削除されている。上記１

０月１９日付け合意は，原告の関連会社とシービーシー・エンタープライジーズ

（以下「ＣＢＣ」という。）間で交わされたカナダにおける商品化権契約であり，

当該商品化権契約に関連のない事項にまで拘束力が及ぶものではない。本件商標出

願は，同商品化権契約に関連してなされたものではなく，上記１０月１９日付け合
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意に違反するものではない。

いずれにしても，被告指摘の上記各契約は，原告が本件商標を登録出願すること

を禁じる性質のものではない。

(12) 以上のとおり，本件商標は，その構成自体が他人に不快な印象を与え，あ

るいは本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益や一般的な道徳

観念に反するものではなく，他の法律によってその使用が禁止されているものでも

なければ，これを出願し，登録を得ることが国際信義に反するものでもない。

２ 結論

本件商標登録は，商標４条１項７号に違反してなされたものではないから，同号

に違反するとしてその登録を無効とした審決は取り消されるべきである。

第４ 被告の主張の要点

１ 取消事由（商標法４条１項７号該当性の判断の誤り）に対して

(1) 公序良俗という概念は一般的であるが，外国の著名商標，著名な外国人の

名称を冒認出願するなどの我が国国民による国際信義に反する行為は，我が国の公

序良俗を害する行為となり，商標法４条１項７号に該当する。

(2) 本件著作物は，独立国としてカナダ国が誕生した時代をリアルに描いた小

説で，英語圏のみならず１７か国語に翻訳され，初版が発行された１９０８年から

今日までの間に，世界中で約５０００万部売れており，テレビ化，映画化，舞台化

されて，世界中において比類のないほど大きな顧客吸引力を獲得している。我が国

においても，本件著作物がカナダ国の女性作家であるモンゴメリの小説の題名であ

ることを知らない人はいないといってよいほど著名であり，その主人公である赤毛

のアンは，カナダ国の象徴とみなされている。

本件著作物は，カナダ国の中でも，プリンス・エドワード島と不即不離の関係に

ある。本件著作物は，美しい自然にめぐまれたプリンス・エドワード島が舞台であ

り，同島に３世代以上住み続けたいわゆる「アイランダー」であるモンゴメリが，



- 15 -

孤児という境涯に置かれた主人公を登場させ，同島に住む人々の暖かい人情を絡ま

せて，その成長過程を活写したところに成功の秘訣がある。その結果，プリンス・

エドワード島は，「The Home of Anne」（アンの故郷）という愛称を持つに至り，

我が国も含め世界中のあらゆる国から，本件著作物の愛好者がプリンス・エドワー

ド島を絶えず訪れるようになった。

このように，本件著作物の主人公である赤毛のアンは，カナダ人の有する美徳を

備えていることから，カナダの誇る作品の女性ヒロインとして世界中の憧れ，敬慕

の的となっている。本件著作物及びそのキャラクターは，その世界的著名性から，

カナダ国の象徴かつカナダ人の精神的なよりどころとなり，カナダ国の文化資産的

性格を有するに至っている。

(3) そのため，カナダ政府は，①赤毛のアンの家を中心としてプリンス・エド

ワード国立公園を形成し，②「Anne of Green Gables」との文字から構成される商

標を公的標章に指定し，その名義人である第三セクターであるＡＧＧＬＡ以外の使

用を禁止し，③カナダのイメージを描いた５枚組のコインの一つに赤毛のアンの肖

像を配し，かつ「Anne of Green Gables」のイメージを刻印して，カナダ国内でコ

インを流通させ，④１９７５年５月に発行した８セント切手の図柄に赤毛のアンを

採用して「Lucy Maud Montgomery Anne of Green Gables」との文字を配し，⑤カナ

ダ国の公的機関を通じ，本件原作者を１９４３年に国家の歴史上の人物に指定する

など，本件著作物の保護に関する数々の重要な施策を講じてきた。

このうち，上記金貨について，原告は，「Anne of Green Gables」との文字の刻

印がないと主張するが，この金貨には赤毛のアンの肖像が配置されているのである

から，「 」との文字を刻印したのと同視できる。この金貨は，Anne of Green Gables

王立カナダ造幣局が１９９０年から１９９４年にかけて，「カナダの文化遺産 カ

ナダ青年を祝福するために」と銘打って発行したシリーズとしての硬貨の最終版で

あり，「 」金貨と呼称され，本件著作物に栄誉を付与するたAnne of Green Gables

めに発行されたものである。上記金貨は，もとより２００ドル通貨として通用する
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ものである。

「Anne of Green Gables」は，カナダ商標法９項(1)(n)(iii)に基づき，標章権者

を被告とする公的標章として定められ，カナダ国において特別に保護されている。

被告又はＡＧＧＬＡを標章権者とする公的標章としては，他に「GREEN GABLES

HOUSE」「ANNE OF THE ISLAND」（以上，標章権者は被告。），「AKAGE NO ANNE」

「ANNE SHIRLEY」「LAND OF ANNE」「ANN OF GREEN GABLES-THE MUSICAL」（以上の

標章権者はＡＧＧＬＡである。）などがあるが，その後，被告を権利者とする公的

標章はＡＧＧＬＡに譲渡された（標章権者の名義変更はなされていないものの譲渡

自体は有効である。）。これらの標章が公的標章として登録されているのは，カナ

ダ国が本件著作物に係るキャラクターを重要な文化資産であると認め，公的機関以

外の登録を禁止することが相当であると判断したからであり，これを侵害すること

は国際信義上許されない。原告は，カナダ国内で本件著作物に関する商標登録を得

ておらず，アメリカ合衆国でも同様である。

(4) 被告州は，カナダ国１０州（準州を除く。）のうちの一つの州であり，観

光事業を主な産業としている。被告は，本件著作物を観光産業の中核に据え，プリ

ンス・エドワード島をアンの故郷として世界中に宣伝し，本件著作物の保存及び普

及，本件原作者の名声及び評価を推進するための活動を積極的に推進している。た

とえば，被告は，本件著作物の舞台を構成する施設（住居，教会，学校等）や環境

の保全に細心の配慮を払い，同州の自動車のナンバープレートに「Home of “Anne

of Green Gables”」との記載を付し，プリンス・エドワード島国立公園内にアン

の家の絵及びアンの肖像を設置するなどの施策を講じている。このような観光客誘

致活動の結果，プリンス・エドワード島には，その全域にわたって本件著作物に関

連する施設や場所が存在するようになり，いまや，島全体が赤毛のアンのテーマパ

ーク化している。

(5) 被告は，１９８４年１２月以降，本件著作物に関する商品化事業を行い，

ライセンス事業を展開してきた。被告がライセンス事業を行っているのは，費用の
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かかるライセンス事業から地場の手工業者を解放し，アンのイメージを維持し，ひ

いては地域の企業の活性化を図り，被告州の雇用を創出するとの公益に基づくもの

である。州内の不特定多数の企業に対して保護を与えて州内の経済の振興を図り，

「Anne of Green Gables」ブランドに関するライセンス業務を州内外で行い，その

経済を発展させることは公益そのものである。

被告は，１９９４年，本件遺産相続人をパートナーとして選び，第三セクターで

あるＡＧＧＬＡを設立して被告の有する公的標章を譲渡し，ＡＧＧＬＡを通じてラ

イセンス事業を行うようになった。

原告は，ＡＧＧＬＡは私企業にすぎないというが，ＡＧＧＬＡは公的機関である。

ＡＧＧＬＡの目的は，モンゴメリの著作物の普及を図り，同人の名声ないし評判を

維持するとともに，本件著作物及びモンゴメリのその他の著作物に関する世界中の

著作権，商標権その他の一切の権利を保護するという公益の促進にある。また，Ａ

ＧＧＬＡの役員には被告の職員も含まれており，役員の同意がないと重要な事項は

決定できない仕組みとなっている。カナダ国オンタリオ州の上級裁判所における２

０００年３月１０日付け判決（２０００年５月２４日確定）でも，ＡＧＧＬＡは，

州政府により十分な程度の支配下に置かれ，社会のために存する公的機関であると

認定されている。

ＡＧＧＬＡの組織形態が営利法人であることは確かであるが，その理由は，ロイ

ヤリティを徴収することにより文化資産を守るために必要な商標登録費用，法的紛

争解決費用などを捻出するためである。ＡＧＧＬＡは，州内の企業に対しては，同

州の産業振興のために無料でライセンス事業を行い，州外の企業に対しては，ロイ

ヤリティの支払いを受けており，我が国だけでなく他国においても，商標を登録し

ている。ＡＧＧＬＡのトロント・オフィスが１９９４年１月１日より２００２年６

月１５日までに受領したロイヤリティは約１４億３８２０万円である。ＡＧＧＬＡ

は日本国内においても大規模なライセンス事業を展開する予定であり，ＡＧＧＬＡ

と関係のない者の商品に本件商標が付されて販売された場合には，その出所につい
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て混同を生ずるおそれが高い。

(6) 原告は，著作物の題号には著作権が認められていないなどと主張するが，

並はずれた顧客吸引力を有する題号からなる著名標章は，当該著作物を創造した著

作者の権利継承者に帰属させるべきであり，これを剽窃しようとする一私企業に独

占権を付与すべきではない。特許庁は，並はずれた顧客吸引力を有する著作物の著

名な題号につき，法律上の権原を有さない一私企業が商標出願してきた場合，著作

権者等から許諾を得ないで登録設定を意図することは公正な取引秩序を阻害するお

それがあり，公序良俗に反すると判断しているのであって，題号が著作権を構成し

ていることを前提としているわけではない。本件著作物が，カナダ国ないしはプリ

ンス・エドワード島の文化資産を構成しているとの特許庁の判断は確立している。

なお，カナダ国著作権法によれば，著作者及びその相続人が著作権を譲渡したと

しても，その死後２５年経過すれば，著作権譲受人から復帰を拒否する旨の通知が

ない限り，法律上当然に相続人に著作権が復帰することになる。

(7) 原告による本件商標の出願は，不正な目的に基づくものであり，クリーン

ハンズの原則に照らし，許されるべきではない。

原告は，本件著作物とその続編の映画化とテレビ番組化に係る著作権に関し，モ

ンゴメリの権利継承者からライセンスを受けていたランセンシーであり，ＣＢＣの

商品化事業に関し，例外的かつ極めて限定的ではあるものの，商標使用を含む商品

化権に関するライセンスを受けていた。

原告と本件遺産相続人との間の１９８４年２月１６日付け書簡による合意におい

て，当該会社は「Ｂ家（判決注：本件遺産相続人）は，出版権又は商品化権を含む

がこれに限定されない個別具体的に供与された権利以外のすべての権利を保持して

います。」と確約している。

また，原告と本件遺産相続人は，１９８７年７月２８日付け書簡による合意によ

り，商標権等につき「書面により特段の合意をしない限り，上記Ｂ等のみがこれら

の権利に関する全ての登録をなしうる権限を有します。」との確認をしており，原
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告は，本件原作者の遺産相続人から事前の許可を受けないで商標出願すれば合意違

反になることは十分に認識していた。

にもかかわらず，原告は，１９８７年１０月１３日，本件商標出願の前身ともい

うべき商標登録第２２２４８３１号及び第２２２７７７６号を，正当権限者の許諾

なく出願した。

原告は，上記商標出願後に遺産相続人との間で締結した前記１９８７年１０月１

９日付け書簡による合意において，上記商標を出願したことを秘匿したまま「貴社

はＣＢＣエンタープライズとの契約に基づきＣＢＣに対して与えるべきすべての指

示につき当職と協議し，かつ両当事者間において合意しなければなりません。当該

指示には，ＣＢＣ，貴社及び当職の依頼人が商標権，著作権，意匠権を保護するた

めに，取るべき措置が含まれます。」との約束をした。原告が，我が国における商

標出願について本件遺産相続人に通知したのは，１９８８年５月９日に至ってから

である。つまり，原告は，本件遺産相続人の許可なく商標出願した数日後に，その

事実を秘匿して新たな契約をした上，何か月も自らの商標出願の事実を報告しなか

ったものであり，その対応は不誠実というほかない。

さらに，原告は，ロイヤリティ計算に必要な会計報告を本件遺産相続人に行わず，

十分な証拠もなく名誉毀損に基づく損害賠償訴訟を提起しており，本件商標につい

ても，使用する意思は認められず，本訴における攻撃防御方法も誠実さを欠いてい

る。

以上のとおり，原告による本件商標出願は，不正な目的に基づくものであり，信

義誠実の原則に反する行為である。

(8) 本件著作物は，カナダ国の文化資産であることから，我が国とカナダ国と

の間の外交関係においても重要な地位を占めている。

例えば，日加外交関係記念式典等の公式催事には赤毛のアンに関連して，シンポ

ジウム，賞状，感謝状，学位授与などの各種公式行事が組まれており，１９９９年

９月１６日には，カナダ国首相が，本件著作物の訳者の孫であるＣに対し，日加外
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交関係樹立７０周年記念・文化交流促進功労賞を自ら授与した。また，Ｄは，２０

０４年６月２０日，日加外交関係樹立７５年記念事業の一環として被告州を訪問し，

赤毛のアンに関するスピーチをされ，二十一世紀万国博覧会「愛・地球博」のカナ

ダ館は２００５年５月５日を「赤毛のアンの日」と定めた。さらに，２００８年に

は，赤毛のアン出版１００年記念事業が公式行事として今から予定されている。こ

のような事実は，赤毛のアンがカナダの文化遺産であり，我が国もそれを尊重して

いることを示している。

(9) 被告は，１９９４年６月９日，特許庁に対し，本件著作物がカナダ国及び

プリンス・エドワード・アイランド州の重要な文化資産であるにかかわらず，我が

国において濫用的商標出願が横行しているので，「Anne of Green Gables」との標

章の我が国における無許諾及び不適切な使用をなくすよう陳情した。被告の発展・

技術大臣も，本件著作物はカナダ国民の歴史と文化の重要な部分を構成するもので

あり，その標章の使用許諾が，関係者の許諾を得て適正に使用される場合にのみ与

えられるよう懇請している。この合理的な懇請を無視することは，国際信義に反す

る行為である。

(10) 以上によれば，「Anne of Green Gables」との欧文字からなる商標が，カ

ナダ国ないし被告州の文化資産を形成し，かつ，同国ないし同州の象徴ともいうべ

き標章とみなされていることは明白である。原告が，本件商標を指定商品について

登録することは，世界的に著名な文化資産に便乗し，指定商品についての使用の独

占をもたらすことになり，その小説に関して育まれてきた文化資産的価値を傷つけ

るおそれがある。したがって，原告が，被告，本件遺産相続人，ＡＧＧＬＡらの許

諾を得ないで，本件商標を我が国の商標として登録することは，我が国と被告を含

むカナダ政府との国際信義に反する行為である。

２ 結論

本件商標が商標法４条１項７号に該当するとした審決の判断には何ら誤りはなく，

原告の主張は理由がない。
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第５ 当裁判所の判断

１ 取消事由（商標法４条１項７号該当性の判断の誤り）について

(1) 商標法４条１項７号の意義

商標法４条１項７号は，「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」

は，商標登録を受けることができないと規定する。ここでいう「公の秩序又は善良

の風俗を害するおそれがある商標」には，①その構成自体が非道徳的，卑わい，差

別的，矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合，②

当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも，指定商品又は指定役務について

使用することが社会公共の利益に反し，社会の一般的道徳観念に反する場合，③他

の法律によって，当該商標の使用等が禁止されている場合，④特定の国若しくはそ

の国民を侮辱し，又は一般に国際信義に反する場合，⑤当該商標の登録出願の経緯

に社会的相当性を欠くものがあり，登録を認めることが商標法の予定する秩序に反

するものとして到底容認し得ないような場合，などが含まれるというべきである。

審決は，本件商標登録は，被告を含むカナダ国政府との国際信義に反するとして

これを無効としているところ，商標登録が特定の国との国際信義に反するかどうか

は，当該商標の文字・図形等の構成，指定商品又は役務の内容，当該商標の対象と

されたものがその国において有する意義や重要性，我が国とその国の関係，当該商

標の登録を認めた場合にその国に及ぶ影響，当該商標登録を認めることについての

我が国の公益，国際的に認められた一般原則や商慣習等を考慮して判断すべきであ

る。

その上で，当該商標が商標法４条１項７号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害

するおそれがある商標」に当たるかどうかは，当該事案に現れた上記①～⑤の具体

的な事情を総合的に考慮して決することになる。

(2) 本件の事実関係

まず，事実関係をみると，証拠（枝番の記載は原則として省略）及び弁論の全趣
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旨によれば，以下の事実が認められる。

ア 当事者

原告は，カナダ国オンタリオ州の法律に基づいて設立され，主として制作映画，

テレビ作品の配給などを業とする法人であり，その商号変更前の名称は，サリヴァ

ン・フィルムズ・ディストリビューション社（以下「サリヴァン・フィルムズ」と

いう。）である。また，サリヴァン・エンターテインメント社は，原告の関連会社

であり，その商号変更前の名称はハンティングウッド・フィルムズ・リミティッド

社（以下「ハンティングウッド」という。）である。

他方，被告は，カナダ国を構成する州の一つであるプリンス・エドワード・アイ

ランド州の州政府である。

（甲９９６，９９７，乙１０１）

イ 本件著作物

本件著作物である「Anne of Green Gables」は，プリンス・エドワード島の美し

い自然を舞台として，同島の老兄妹に引き取られた孤児の少女アンが，緑の切妻屋

根（Green Gables）の家に住み，同島の人々の暖かい人情や友情に支えられながら，

少女から大人へと成長する過程を描いた小説である。本件著作物は，１８７４年に

同島に生まれ，１９４２年４月２４日に死去したモンゴメリによって書かれたもの

であり，１９０８年に出版されて以来，カナダ国内で広く読まれていることはもと

より，多くの言語に翻訳され，世界的なベストセラーとなった。また，本件著作物

は，テレビ化，映画化，舞台化され，多くの観衆を魅了してきた。

著作権は，カナダ国著作権法によれば，著作者の死亡後５０年目で満了するた

め，１９９２年４月２４日で著作権の保護期間を経過している（原被告を含む関係

者間にその後本件遺産相続人に著作権が復帰したか否かをめぐって争いになってい

る。）。

本件著作物は，我が国においても，「赤毛のアン」という邦題のもと，世代を超

えて広く親しまれており，本件著作物の舞台となったプリンス・エドワード島には，
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毎年，多くの日本人が観光に訪れている。また，１９９９年に開催された日加外交

関係樹立７０周年記念祭の際には，カナダ国首相から，本件著作物の日本語訳者の

孫であるＣに対し，日加外交関係樹立７０周年記念・文化交流促進功労賞が手渡さ

れ，二十一世紀万国博覧会「愛・地球博」のカナダ館は，２００５年５月５日を

「赤毛のアンの日」と定め，アンに関する様々な行事を開催した。

（乙２～８，１０～１６，１８，３３，４５，４６，５５～５９，６１～６５，

６７～７２，８８，９１～１０１，１１６，１１８，１２７，１４１）

ウ 本件著作物についての記念金貨，記念切手の発行等

王立カナダ造幣局は，１９９０年から１９９４年にかけて，「カナダの青年と遺

産」をテーマにした２００ドルの記念金貨を５回シリーズで発行・販売した。１９

９０年の国旗，１９９１年のホッケー，１９９２年のナイアガラの滝，１９９３年

の王立カナダ騎馬警官隊に引き続き，１９９４年に発行された最後の金貨は，本件

著作物の登場人物であるアンを記念して発行されたものであり，その中央にアンの

肖像が配されている。この金貨は，我が国においても発売された。

また，１９７５年５月には，その中央にアンの図柄を配し，左側には「Lucy

Maud Montgomery Anne of Green Gables」などの文字が記載された８セント切手が発

行された。

さらに，カナダ国の公的諮問機関である史蹟及び歴史的モニュメント委員会

は，１９４３年，モンゴメリをカナダ国の歴史上の重要な人物に指定し，本件著作

物のアンの家のモデルとなった家やその周囲は，プリンス・エドワード島国立公園

内で保全されている。

（乙２５，３９，５７，８３～８５，１０５，１０７）

エ 本件著作物と被告との関係

本件著作物の舞台となったプリンス・エドワード島は，カナダ東部に位置する自

然豊かな島であり，本件著作物にちなんで「アンの故郷」（The Home of Anne） と

いう愛称を有する。同島にとって，観光は主要な産業の一つであり，被告であるプ
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リンス・エドワード州政府は，本件著作物を観光産業の中核に据え，同島を赤毛の

アンの故郷として世界中に宣伝し，観光客を積極的に誘致してきた。被告は，また，

同島にある本件著作物と関係のある施設や場所（アンが住む家を再現した家，恋人

の小径，モンゴメリの生家，郵便局，教会，博物館等）を整備，保全するなどの施

Home of “Anne策を講じ，１９９３年には，同州の自動車のナンバープレートに「

」と付記した。このような観光客誘致のための活動の結果，プリof Green Gables”

ンス・エドワード島には，その全域にわたって，赤毛のアンに関連する施設や場所

が存在するに至っている。

（乙１７，５７，６０，６４，６５，１１７，１１８，１２８）

オ 本件著作物と公的標章の登録

カナダ国商標法９条(1)は，「何人も，事業に関連して，以下のものから構成さ

れている標章又は以下のものと誤認されるほどに類似している標章で，登録官が公

的機関の要請によりその採択及び使用を公告したものは，これを商標その他のもの

として採択してはならない。」と定めた上で，同項(n)(iii)として，「商品又は役

務に用いる公的標章(official mark)として，カナダ国において，公的機関(public

authority)により採択及び使用される記章，紋章又は標章」を掲げている。

この規定に基づき，被告は，「ANNE OF GREEN GABLES」との文字からなる標章

を１９９２年８月２７日に出願し（出願番号０９０５５３３号），同標章は公的標

章として登録された（以下「本件公的標章」という。）。本件著作物に関する他の

公的標章として，被告を登録名義人とする「GREEN GABLES HOUSE」「ANNE OF THE

ISLAND」などの標章，ＡＧＧＬＡを名義人とする「AKAGE NO ANNE」「ANNE

SHIRLEY」「RED-HAIRED ANNE」「ANN OF GREEN GABLES-THE MUSICAL」などが登録さ

れている。

被告は，１９９５年３月２８日，「ANNE OF GREEN GABLES」を含む公的標章をＡ

ＧＧＬＡに譲渡する旨合意したが，標章権者の名義変更は行われていない。

（乙３５，８１，１０４，１３２）
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カ ＡＧＧＬＡの経営形態と業務内容

ＡＧＧＬＡは，プリンス・エドワード・アイランド州の会社法に基づき，１９９

４年５月２６日に設立された営利法人であり，遺産相続人と被告が同数の株式を保

有している。ＡＧＧＬＡは，上記のとおり，１９９５年３月，被告から「ANNE OF

GREEN GABLES」を含む公的標章を譲り受け，本件著作物に関するライセンス業務を

行っている。

ＡＧＧＬＡ設立のための出願書類には，その主たる目的として，①カナダで最も

有名な小説家であるモンゴメリの記憶と認知を図ること，②モンゴメリやその作品

の名声を維持・向上すること，③アンのイメージを保護すること，④アンのイメー

ジ及びアンに関する商標の使用を管理・監督すること，⑤アンに関する商標やアン

のイメージを利用して質の高い商品化を行う者に対し，ライセンスを付与し，ロイ

ヤリティを遺産相続人や州政府等のために収受し，望ましい商標権保護や権利行使

のために必要な措置をとること，⑥会社にとって望ましい他の事業を行うことなど

が掲げられている。

被告，本件遺産相続人等の関係者の間で交わされた１９９４年５月５日付け合意

書（甲９７６）によれば，ＡＧＧＬＡの取締役は，被告が推薦する３名，遺産相続

人が推薦する３名，被告と遺産相続人が推薦する２名の合計８名からなり，商業上

のライセンスも含め重要な事項は，取締役の過半数の賛成により決せられ，取締役

会の承認を得なければならない，その際，取締役の過半数の中に，被告の推薦者と

遺産相続人の推薦者が少なくとも１名ずつは含まれなければならないとされている。

また，同合意書によれば，ＡＧＧＬＡには，構成員の過半数が被告によって任命

される「P.E.I.ライセンス委員会」と構成員の過半数が遺産相続人によって任命さ

れる「ファミリー・ライセンス委員会」が存在し（同合意書２０項～２２項），

「P.E.I.ライセンス委員会」は，基本的に被告州内で製造等された商品に関するラ

イセンスの申込みの事前審査を行い，「ファミリー・ライセンス委員会」は，同州

外で製造等された商品に関するライセンスの申込みの事前審査を行い，これらの委
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員会の事前承認がない限り，ライセンスは認められないとされている（同２３項

～２５項）。そして，ロイヤリティの分配は，「P.E.I.ライセンス委員会」による

事前承認が必要とされているものについては，原則として被告州のみの資産となる

が，「ファミリー・ライセンス委員会」による事前承認が必要とされているものに

ついては，原則として遺産相続人のみの資産になると規定されている（同３３項）。

本件遺産相続人の資産となるロイヤリティは，同遺産相続人が所有する L.M.モン

ゴメリ遺産相続人会社に支払われる。

ＡＧＧＬＡは，被告州内の事業者に対して，無償でライセンスを付与し，州外の

事業者に対しては，ロイヤリティの支払いを求めている。ＡＧＧＬＡのトロント・

オフィスが収受したロイヤリティに基づいて見積もったところでは，１９９４年１

月１日から２００２年６月１５日までの間に，ＡＧＧＬＡ等にライセンスされた商

標に関連して販売された商品の売上合計額は，約１７７０万カナダドル（約１４

億３８２０万円）である。

（甲９７５，９７６，乙１７，３５，１０３，１１３，１２０，１２３）

キ 原告ないしその関連会社と本件遺産相続人との取引等の経緯

(ｱ) 原告の関連会社であるハンティングウッドと本件遺産相続人は，前記１９

８４年２月１６日付け書簡（甲９７１，乙４９）をもって，本件遺産相続人が有す

る本件著作物に関する映画化権及びテレビ番組化権に関し，ハンティングが持つオ

プション権の行使に関する条件や対価等についての合意をしたが，同書簡中には，

「Ｂ家（判決注：本件遺産相続人）は，出版権又は商品化権を含むが，これに限定

されない，個別具体的に供与された権利以外のすべての権利を保持しています。」

との文言がある。

(ｲ) 原告の商号変更前の会社であるサリヴァン・フィルムズと本件遺産相続人

は，本件著作物に係るサリヴァン・フィルムズとＣＢＣとの商品化事業に関し，１

９８７年７月２８日付け書簡（乙３１）をもって，サリヴァン・フィルムズがＣＢ

Ｃと商品化事業契約を締結するに当たって上記遺産相続人に支払うべき金額等につ
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いて合意したが，同書簡には「ＣＢＣに対する一切の指示…には，商標権，著作権，

意匠権を保護すべく，ＣＢＣ，貴社（判決注：サリヴァン・フィルムズ），当方の

依頼人（判決注：本件遺産相続人）がとるべき措置に関する指示も含まれています。

書面により特段の合意をしない限り，上記Ｂ等のみがこれらの権利に関する全ての

登録をなしうる権限を有します。」との文言がある。

(ｳ) ＣＢＣとの上記商品化事業に関し，サリヴァン・フィルムズと本件遺産相

続人は，１９８７年１０月１９日付け書簡（乙１３７の２）をもって追加的な合意

をし，ＣＢＣが商品化する商品やそれに付すべき商標等について取り決めたが，同

書簡中には，「貴社はＣＢＣエンタープライズとの契約に基づきＣＢＣに対して与

えるべきすべての指示につき当職と協議し，かつ両当事者間において合意しなけれ

ばなりません。当該指示には，ＣＢＣ，貴社及び当職の依頼人が商標権，著作権，

意匠権を保護するために，取るべき措置が含まれます。」との文言がある。

(ｴ) 原告及びその関連会社は，我が国において，上記追加的な合意に先だつ１

９８７年（昭和６２年）１０月１３日付けで，本件商標と同様の構成の商標登録出

願を行い，その旨を翌１９８８年５月９日になって，遺産相続人に通知した（乙１

４２）。なお，上記商標登録は，その後，いずれも不使用を理由として審判で取り

消された（乙４１，４２）。

ク 本件商標の出願と本件と同様の構成商標の登録状況

本件商標出願の日は，平成１２年６月２０日であるところ，本件著作物に関し，

それ以前に商標出願・登録されたものは，原告を権利者とする本件と同様の構成の

商標（甲４０５～４２４），ＡＧＧＬＡを権利者とする「Anne of Green Gables」

との文字（標準文字）から構成される商標（甲４２５，４２６），ＡＧＧＬＡやそ

の関係者を権利者とする「Anne of Green Gables」との英文字を上段に書し，「ア

ン オブ グリーン ゲイブルス」とのカタカナを下段に書した商標（甲４３１～

４３６），ＡＧＧＬＡやその関係者を権利者とする「赤毛のアン」との文字からな

る商標（甲４４３～４４６，４４９～４７２），株式会社トヨサキ製菓等を商標権
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者とする「アンシャーリー」との文字からなる商標（甲４９５～４９８），ＡＧＧ

ＬＡを権利者とする「RED HAIR ANNE」との英文字を上段に書し，「レッド ヘアー

アン」とのカタカナを下段に書した商標（甲５１３～５３６）など多数ある。

ケ ＡＧＧＬＡは，「Anne of Green Gables」との文字からなる商標を，指定商

品を第２８類「おもちゃ，人形」として，平成１３年７月３日に出願し（商願２０

０１－０６０３３８），平成１４年７月２日，特許庁より，商標法４条１項７号及

び１１号を理由として拒絶理由通知を受けた。同１１号に係る拒絶理由については，

本件商標等が引用されていたところ，ＡＧＧＬＡは，平成１５年３月１３日付け上

申書をもって，特許庁に対し，本件商標登録について被告が無効審判請求をしたこ

とを理由に，上記商標出願についての最終決定を猶予するように上申した。

（甲１００４～１００６，１０１０）

(3) 商標法４条１項７号の該当性

そこで，以上認定の事実関係（必要に応じて，これに弁論の全趣旨によって認め

られる若干の事実を付加している。）に基づいて，本件商標の登録が「公の秩序又

は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するかどうかについて判断する。

ア 本件著作物の文化的価値と日加両国間の関係

本件著作物は，カナダ国を代表する作家によって書かれた世界的に著名な文学作

品であり，その主人公であるアンは，物語の舞台となっているプリンス・エドワー

ド島の美しい自然とあいまって，同国を象徴する存在とみなされているものと認め

られる。そして，アンの肖像が同国の金貨や切手で採用されるなど，同国の公的機

関がモンゴメリを歴史上の重要な人物に選んでいることは，同国政府が本件著作物

の文化的な価値をことのほか高く評価し，これをカナダ国及びその国民の誇るべき

重要な文化的な資産と認識していることを端的に示しているということができる。

加えて，本件著作物は，我が国においても，世代を超えて広く親しまれ，我が国と

カナダ国の友好関係の架け橋ともいうべき役割を担ってきた作品ということができ

るのであって，我が国も，カナダ国及びその国民が本件著作物に対して有していた
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そうした高い評価に理解を示すべき立場にあるものといわなければならない。そう

すると，我が国が本件著作物，原作者又は主人公の価値，名声，評判を損なうおそ

れがあるような商標の登録を認めることは，我が国とカナダ国の国際信義に反し，

両国の公益を損なうおそれが高いものというべきである。

イ 本件商標の外観，呼称，観念

本件商標は，「Anne of Green Gables」との欧文字からなり，「Anne」の「A」の

文字と，「Green Gables」の二つの「G」の文字がいずれもデザイン化されたもの

であって，「Anne of Green Gables」の文字自体は，「緑の切妻屋根の家のアン」

を意味し，本件著作物の原題を知る者にとっては本件著作物の観念を生じるもので

あるから，確かに，本件商標の構成自体は，「Anne of Green Gables」との文字を

一部デザイン化したものにすぎないものとして，特段の事情がない限り，本件著作

物，原作者又は主人公の価値，名声，評判を損なうおそれがあるとは認められない。

しかしながら，本件著作物の主人公について醸成された前記のアンのイメージを

考えるならば，本件商標を本件指定商品の一部のもの（例えば，スロットマシーン

など）について使用する場合には，商品の品質等に問題がなくとも，本件著作物の

主人公の価値，名声，イメージ等を損なうおそれが生じることを否定することはで

きない。

ウ カナダ国における公的標章としての地位

前記認定のとおり，「ANNE OF GREEN GABLES」との文字からなる標章は，カナダ

国商標法９条(1)(n)(iii)に規定された「商品又は役務に用いる公的標章として，

カナダ国において，公的機関により採択及び使用される記章，紋章又は標章」とし

て被告により出願され，登録されているとの事実が認められる。カナダ国商標法９

条(1)柱書きによれば，何人も，このような公的標章又はこれと類似している標章

をその事業で使用することはできないとされており，原告がカナダ国内において本

件商標と同様の商標を登録し，使用することができないことは，当事者間に争いが

ない。
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カナダ国商標法(1)(n)(iii)に規定された公的標章は，原告も指摘するとおり，

同国の文化的資産と認定されることを要件とするものではなく，我が国商標法４

条１項２，５，６号等に該当する印章，記章等に該当するものでもない。しかしな

がら，前記のとおり，本件著作物はカナダ国の誇る文化的な資産であり，我が国に

おいても世代を超えて広く親しまれている作品であるところ，カナダ国において本

件著作物の原題である「ANNE OF GREEN GABLES」との文字からなる標章が公的標章

として登録され，標章権者以外の私的機関がこれを使用することが禁じられている

ことは，我が国が同一の文字からなる本件商標の登録を認めるかどうかを判断する

上でも十分に斟酌すべきであり，本件著作物の主人公の価値，名声，イメージ等を

保護，維持し，我が国とカナダ国との国際信義に配慮するという公益的な観点から，

私的利益を追求する機関・団体に本件商標の商標登録を制限することには十分な理

由があるというべきである。（なお，前記認定のとおり，被告は「ANNE OF GREEN

GABLES」を含む公的標章をＡＧＧＬＡに譲渡する旨合意したが，標章権者の名義変

更が行われていない。当事者間には，ＡＧＧＬＡが「公的機関」に該当するかどう

か争いがあるが，この点は上記認定判断を左右しない。）

エ 著名な著作物の題号についての商標登録の許容性

本件商標は著名な小説の題号であるところ，我が国の商標法には，他人の筆名や

その著名な略称を含む商標について，当該他人の承諾がない限り登録をすることが

できない旨の規定はあるが（商標法４条１項８号），著名な著作物の題号を含む商

標の登録を明示的に禁止し，あるいはその登録に当該著作物の著作権者等の承諾を

要する旨の規定は存在しない。実際のところ，「ハムレット」（甲１２，１３），

「ドンキホーテ」（甲１８，１９），「風と共に去りぬ」（甲１００１，１０

０ ２ ） ， 「 白 雪 姫 」 （ 甲 １ ５ ７ ， １ ５ ８ ） ， 「 ア ン デ ル セ ン 物 語 」

（甲２１３，２１４）など，世界的に著名な著作物について，その原作又は邦訳の

題号が商標として多数登録され，「坊ちゃん」（甲８８，８９），「伊豆の踊子」

（甲１５３，１５４），「たけくらべ」（４６，４７）など，我が国で著名な著作
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物についても，その題号が商標として多数登録されているとの事実が認められる。

しかしながら，題号は，当該著作物の標識というべきものであるから，その著作

物を他の著作物から識別する機能を有するとともに，当該著作物の評価や名声がそ

の題号に化体し，著名な著作物についてはその題号自体が大きな経済的価値を有す

る場合があり，本件著作物のような世界的に著名な題号が有する経済的な価値は，

計り知れないものがある。本来万人の共有財産であるべき著作物の題号について，

当該著作物と何ら関係のない者が出願した場合，単に先願者であるということだけ

によって，当該指定商品等について唯一の権利者として独占的に商標を使用するこ

とを認めることは相当とはいい難く，商標登録の更新が容易に認められており，そ

の権利行使は半永久的に継続されることになることなども考慮すると，なおさら，

かかる商標登録を是認すべき必要性は低いというべきである。

そうすると，本件著作物のように世界的に著名で，大きな経済的な価値を有し，

かつ，著作物としての評価や名声等を保護，維持することが国際信義上特に要請さ

れる場合には，当該著作物と何ら関係のない者が行った当該著作物の題号からなる

商標の登録は，「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当する

と解することが相当である。

他方，当該著作物の著作者が死亡して著作権が消滅した後も，その相続人ないし

再相続人がその題号について，強い権利を行使することを認めることは，著作権を

一定の期間に限って保護し，期間経過後は万人がこれを自由に享受することができ

る状態になるものと想定した著作権法の趣旨に反する。審決は，原告が，本件遺産

相続人，被告州政府及びＡＧＧＬＡ等から承諾を得ていないことを，本件商標登録

を無効とする理由として挙げているが，著作者の相続人やその関係団体などの承諾

が必要であると解すべき法的根拠は，必ずしも明確ではない。著作者の相続人やそ

の運営・管理する団体による著作物の題号の商標登録が，当該著作物，原作者又は

主人公の価値，名声，評判を維持・管理するなどの公益に資する場合は格別，単に

私的な利益を追求するものであれば，上記第三者の場合と同様，そのような商標登
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録が我が国の公序良俗に反するものとして制限されることも当然あり得るというべ

きである。

オ 本件商標の出願経過

(ｧ) 原告の関連会社であるハンティングウッドと本件遺産相続人との間の１９

８４年２月１６日付け書簡による合意には，上記認定の文言があり，この文言は，

必ずしも我が国における商標出願について明示的に言及したものではないが，本件

遺産相続人が本件著作物に関するすべての権利を有していることを強調し，当該合

意された具体的な権利のほかに，本件著作物について一切の権利行使を認めない明

確な意向を示すものであり，原告は，こうした本件遺産相続人の明確な意向を認識

していたことは明らかである。

(ｨ) 原告の商号変更前の会社であるサリヴァン・フィルムズと本件遺産相続人

との間の１９８７年７月２８日付け書簡による合意の中にも，上記認定の文言があ

り，同書簡には，そのほかにも，その趣旨・理由等が詳述されており，全体として，

本件遺産相続人が本件著作物に関するすべての権利を有していることが強調されて

いる。

(ｩ) さらに，ＣＢＣとの上記商品化事業に関し，サリヴァン・フィルムズと本

件遺産相続人は，１９８７年１０月１９日付け書簡による追加的な合意の中にも，

上記認定の文言がある。

(ｪ) 原告は，１９８７年（昭和６２年）１０月１３日付けで本件商標と同様の

構成の商標出願を行い，その旨を１９８８年５月９日まで遺産相続人に通知しなか

ったのであるが，上記(ｳ)の合意の際，本件遺産相続人ないしＡＧＧＬＡに対しこ

の事実を何ら説明しなかったものであり，本件商標出願について，具体的にいかな

る不正の目的があったかは認められないものの，少なくとも，その出願経緯には，

相当期間にわたって取引をしてきた本件遺産相続人との信義に反するものがあった

ということができる（なお，その後，１９９２年に，本件著作物の著作権が期間満

了を迎えている。）。



- 33 -

(ｫ) これらの諸事情，とりわけ原告ないしその関連会社と本件遺産相続人との

間の書簡による合意内容などに照らすと，原告による本件商標の出願の経緯には社

会的相当性を欠く面があったことは否定できない。

カ 小括

以上のとおり，①本件商標は，世界的に著名で高い文化的価値を有する作品の原

題からなるものであり，我が国における商標出願の指定商品に照らすと，本件著作

物，原作者又は主人公の価値，名声，評判を損うおそれがないとはいえないこと，

②本件著作物は，カナダ国の誇る重要な文化的な遺産であり，我が国においても世

代を超えて広く親しまれ，我が国とカナダ国の友好関係に重要な役割を担ってきた

作品であること，③したがって，我が国が本件著作物，原作者又は主人公の価値，

名声，評判を損なうおそれがあるような商標の登録を認めることは，我が国とカナ

ダ国の国際信義に反し，両国の公益を損なうおそれが高いこと，④本件著作物の原

題である「ANNE OF GREEN GABLES」との文字からなる標章は，カナダ国において，

公的標章として保護され，私的機関がこれを使用することが禁じられており，この

点は十分に斟酌されるべきであること，⑤本件著作物は大きな顧客吸引力を持つも

のであり，本件著作物の題号からなる商標の登録を原告のように本件著作物と何ら

関係のない一民間企業に認め，その使用を独占させることは相当ではないこと，⑥

原告ないしその関連会社と本件遺産相続人との間の書簡による合意内容などに照ら

すと，原告による本件商標の出願の経緯には社会的相当性を欠く面があったことは

否定できないことなどを総合考慮すると，本件商標は，商標法４条１項７号の「公

の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当し，商標登録を受けるこ

とができないものであるというべきである。

(4) 原告の主張に対する判断

以上判断したとおりであるから，原告主張の審決取消事由は理由がないものとい

うことができ，審決取消事由に関する原告の主張は，いずれも失当であるか，又は

ことさら判断する必要がないものであるが，原告の主張のうち以下の主張について
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は，事案に鑑み，念のため，個別的に判断を加えることとする。

ア 著名な著作物の題号等の商標登録の許容性について

原告は，①本件著作物と同様な構成の商標も被告，ＡＧＧＬＡ，その他の企業に

よっていくつか登録されていること，②世界的に著名な著作物の題号，主人公名，

そのゆかりの地名等から構成される商標がこれまでに多数登録されてきていること，

③他国の著名な文化遺産や自然資産についても，同様に多数登録されてきているこ

となどを挙げて，本件商標は，何人でも自由に登録商標として採択することができ

ると主張する。

確かに，原告の指摘するとおり，「Anne of Green Gables」又は「ANNE OF GREEN

GABLES」の文字（標準文字）からなるものの中には，従来商標として登録されてい

るものもあり，世界的に著名な著作物の題号，主人公名等や，他国の著名な文化遺

産や自然資産の名称を含む商標にも登録されているものもある。

しかしながら，当裁判所は，我が国の商標法がこれを禁ずる明文を欠いているこ

とを前提に検討しているのであって，本件商標を構成する「Anne of Green

Gables」がカナダ国の文化資産的性格を有する作品の原題であることから，ただち

に，本件商標登録がカナダ国政府との間の国際信義に反すると解しているわけでは

ない。上記判示から明らかなように，当裁判所は，本件著作物の著名の程度，当該

国と我が国の関係，本件商標と同一の文字からなる商標のカナダ国における法的保

護の状況，著作物の文化的な価値等を管理する団体の有無，著作者ないしその承継

人との交渉の経緯，当該著作物と指定商品の種類との関係，その他一切の事情を総

合して，事案ごとに判断すべきものであると解した上で，本件について商標法４

条１項７号に該当するかどうかを判断しているものである。

また，従前，他国の著名な著作物の題号について商標登録がされているとはいっ

ても，交通通信手段が飛躍的な発展を遂げ，国際化，ボーダーレス化が急速に進歩

している今日，国民の意識，取引の実情等も大きく変化を続けているのであるから，

そうした急激な事情の変動は商標登録の許容性の判断にも当然に少なからず影響を
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及ぼすものであって，過去に商標登録された例が相当数あるからといって，必ずし

も決定的な参考例になるものということはできない。

イ 被告と密接な関係にあるＡＧＧＬＡの団体としての性格等について

原告は，本件訴訟の提起及びその前提になる無効審判の請求はＡＧＧＬＡの企業

利益を擁護するためであって，ＡＧＧＬＡは利益を追求する純粋な民間企業であり，

被告の本件無効審判請求には公的な利益はない，と主張する。

上記認定事実によれば，ＡＧＧＬＡは，本件著作物に関する権利の管理等を目的

として官民平等の持分によって設置された民間企業であるが，被告が参画した側面

では公共目的を追求する団体であるということができるものの，本件遺産相続人が

参画した側面では，その限りにおいて相続人の私的な利益を追求する企業である可

能性を否定し得ず，万人の共有財産に化した本件著作物の管理団体として自ら商標

登録の権利主体となるのに適切といえるだけの公益的な活動に従事しているかどう

かは本件証拠上明らかであるとはいえない。

この点について，当裁判所は，重要な事実であると認識して，弁論を再開し，当

事者双方による補充立証を求めるなどして，慎重に検討したが，仮にＡＧＧＬＡが

原告の主張するとおり，営利を追求する法人としての一面を有しているとしても，

本件商標登録が商標法４条１項７号に該当するとの判断を左右するものではないと

の結論に至ったものである（ＡＧＧＬＡが本件著作物に関する商標の登録主体にな

り得るか否かについては，ＡＧＧＬＡの目的，組織，活動の実態，ロイヤリティの

分配や使途などに照らし，慎重に検討すべきであると考えられるが，将来の問題に

すぎないから，これ以上，この問題には立ち入らないこととする。）。

ウ 観光産業の育成と公益性について

なお，被告は観光産業の保護育成のために本件著作物及びその題号を維持・管理

することは公益性の高い公共業務であると主張しているのに対し，原告は，観光産

業は収益事業の一つにすぎないと主張して，被告の主張を争っている。

この点，地方の観光産業が特定の著作物やその主人公の知名度や人気に依存して
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いる場合に，当該地方とは関係のない第三者が当該著作物の題号や主人公の名前を

商標登録して独占した結果，当該地方の観光産業全体が深刻な打撃を受けるような

ことがあれば，当該商標登録が公序良俗に反するとされることも考えられなくはな

いが，本件においては，原告が本件商標を我が国で登録することにより，被告州の

観光産業が深刻な影響を受けると認めるに足る証拠はない。

当裁判所は，前記判示のとおり，原告による本件著作物に関する本件商標登録の

出願・登録は，本件著作物，原作者又は主人公の価値，名声，評判を損うおそれが

あることについて，公益的な観点から推断したものであり，被告州による観光産業

の保護育成の必要性の点は，その理由に用いていない。

２ 結論

本件商標登録が商標法４条１項７号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ

がある商標」に該当して無効とされるべきであるとした審決の判断は正当であり，

原告主張の審決取消事由は理由がない。

よって，審決の取消しを求める原告の請求は棄却を免れない。

知的財産高等裁判所第４部

裁判長裁判官
塚 原 朋 一

裁判官
佐 藤 達 文

裁判官清水知恵子は，差し支えにつき，署名押印することができない。



- 37 -

裁判長裁判官
塚 原 朋 一


